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2020 年にウポポイ（民族共生象徴空間）が公開され，アイヌ文化観光の振興が観光政策の中に位置付け

られている．しかしながら，わが国の文化観光はまだ初期段階であり，今後の発展，成熟に向けた要件の

整理と議論が有益であろう．初期段階の課題は人々の認知および関心にあると仮定し，本研究ではアイヌ

文化観光への心理的距離に着目し，心理的距離の軽減に向けた方策を考察することを目的とした．そこで，

アイヌ文化観光への心理的距離を規定する概念モデルを提示し，首都圏および北海道居住者を対象とした

Web 調査データに基づいて構造方程式モデリングにより仮説を検証した． 
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1. はじめに 

 

2020年 7月にウポポイ（民族共生象徴空間）が一般公

開され，アイヌ文化について知り，学ぶ機会が充実した

と考えられる．2022年度の観光政策の中にも「先住民族

としてのアイヌ文化等の発信」が位置付けられ，ウポポ

イの年間来場者数 100万人を目指す等，政策的にアイヌ

文化観光の推進が謳われている注1)． 

コロナ禍以前の 2019 年には訪日外国人旅行者数は

3,000 万人を超え，世界の国際旅行者受け入れ数でも上

位に成長したわが国の国際旅行市場であるが，文化観光

という面ではまだ開拓（Exploration）段階注 2)にあると考

えられる．今後わが国の文化観光を発展段階に引き上げ

るための要件は何だろうか． 

筆者は人々の文化観光に対する「心理的距離」に着目

した．心理的距離とは，文化施設までの実際的なアクセ

ス時間や費用ではなく，文化観光にアクセスしようとす

る人々の知覚的な距離（perceived distance）を指す．現在

わが国の文化観光は初期の開拓段階であり，したがって

人々のアイヌ文化への心理的距離は大きいと考えられる．

本研究の目的は，アイヌ文化観光への心理的距離を規定

する要因を検証し，その距離を軽減する方策について考

察することである． 

 

 

2. 先行研究レビューと仮説 

 

本研究で対象とするアイヌ文化観光との関連では，先

住民族観光（indigenous tourism）と文化観光（cultural 

tourism）が適当なキーワードである．  

前者の先住民族観光は国内では拡がっておらず，それ

もアイヌ文化観光が開拓段階であることの証左と考えら

れるが，国外ではオーストラリア等をはじめ議論が進ん

でいる．2021 年 5 月には国連世界観光機関（UNWTO）

が先住民族コミュニティへのコロナ禍からの観光事業の

復旧を支援すると発表し，世界先住民族観光連盟

（WINTA）と OECD と共同で先住民族コミュニティを

対象とした復旧ガイドを発行した 1)．また，2023 年 3 月

には WINTA と西オーストラリア先住民族観光オペレー

ター協会（WAITOC）の共催で世界先住民族観光サミッ

トが開催されることになっており，コロナ禍で観光事業

が停滞していた中でも先住民族観光は実務的に注目度を
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高めていたことがわかる．先住民観光に関する研究とし

ては，台湾やオーストラリア等を対象とした事例分析が

みられる．たとえばHunterは台湾南部の先住民族を対象

に，文化の象徴である彫像に対する人々の意見や信条，

態度をQ methodを用いて考察した．彫像は現地住民から

は軽視されがちである現状と，地域振興の観点からは有

効な政策ツールであると指摘した 2)．Curtin and Bird は，

アボリジニー観光オペレーターを対象にした Grounded 

Theory Approach を援用したインタビューデータをもとに，

先住民族の持続可能な社会の要件を，迎えること（host）

とつなぐこと（connecting），共有すること（sharing）の

観点から記述した 3)．Scheyvens らは，フィジー，オース

トラリア，ニュージーランドの中小旅行会社を事例とし

て，先住民族観光と SDGs との関連性を検証した 4)．そ

の結果，例えば先住民族観光の事業では，先住民族は元

来自然と共生した暮らしを確立してきたことから，多く

が意識せずとも SDGs の目標を達成していることを示し

た． 

先住民族観光と比べれば文化観光に関する先行研究は

多いが，2018 年に Richardsが文化観光をテーマとする研

究のトレンドを分析し，最近では本研究の対象である先

住民族等，少数民族を事例とする文化観光の研究にシフ

トしてきたことが示されている 5)．その後の文化観光に

関する研究としては，たとえばマレーシアのサラワクを

事例に，アーティスト等へのインタビュー調査を踏まえ

て観光計画上の課題等を指摘した Haigh や 6)，人々の文

化観光への態度を Spiritual well-being と地域愛着の要素を

含めて検証した Liらの研究 7)がみられる．本研究はアイ

ヌ文化観光への態度を規定する要因を検証することから，

後者の Li らのアプローチに近いと考えられる．同じよ

うに文化体験への意識を検証した研究としては Funk and 

Bruun があり，彼らはゴールドコーストマラソン大会参

加者を対象に参加動機を調査し，文化体験に対する評価

した結果，文化圏の異なる人については賛成の意識が示

され，社会心理的な要因は有意な影響がみられなかった

ことを明らかにした 8)． 

一方，アイヌ文化またはアイヌ文化観光をキーワード

とした先行研究をみると，アイヌ文化の変遷を分析した

上山 9)や，1950 年代以降の観光アイヌブームの背景を考

察した崔 10)のように，史的なアプローチの研究がみられ

る．また，法学等の立場からアイヌの人権教育 11)，権利

保護 12)を対象とする研究が多くみられる．アイヌ文化の

伝承という観点では，同化政策に対する文化伝承の可能

性をインタビュー調査で考察した木戸の研究 13)がある他，

最近ではウポポイへの批判 14)や取り組み 15)を考察する研

究が展開されている． 

これまで国内ではアイヌ文化について，観光の視点で

論じられたものは少なく，アイヌまたはアイヌ文化の保

護に主たる研究テーマが設定されていたようである．国

外では国連世界観光機関をはじめとする実務でも，先住

民族観光をキーワードとする研究でも先行していること

を踏まえ，本研究はアイヌ文化観光振興という立場をと

り，アイヌ文化を対象としてその要件を検証する点に特

色を有する． 

文化観光に関するこれまでの研究 7), 8)を参考に，本研

究の仮説を設定した（図-1）．本研究ではアイヌ文化観

光の振興を，ウポポイへの訪問意向とアイヌ文化関連商

品の購入意向の高まりで表現する．これらを導くものは，

アイヌ文化への関心であると考えられる．そして，アイ

ヌ文化への関心を高める要因として，性年代，居住地，

職業，学歴を含む個人属性，および初等教育でのアイヌ

文化の学びを表す教育が挙げられ，個人属性と教育が異

文化理解とアイヌ文化に対する知識を高めるものと仮定

した． 

 

 

3. アイヌ文化観光の現状 

 

 土木計画学の分野においてはアイヌ文化観光を対象と

した研究がみられないため，本章では基本的なアイヌ文

化およびアイヌ文化観光の現状を概観する． 

 

(1) 概要 

アイヌは，日本列島の北部，特に北海道の先住民族で

ある．独自のアイヌ語や自然界の全てのものに魂が宿る

とされている精神，そして独自の文様による刺繍や衣装

などの固有の文化がある．かつてアイヌは森の中での狩

りや漁、採集を主として活動してきたが，近年では二

次・三次産業に就業し生活している人も多い．アイヌ文

化は，かつての自然に由来した生活が深く影響している．

自分たちにとって重要な働きをするものや強い影響力を

持つものをカムイと呼び，尊敬し感謝の気持ちを表して 

 

 

図-1 アイヌ文化観光への心理的距離を規定する概念モデル 
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きた．尊敬や感謝にあたる行為が，儀礼やその中で行わ

れる踊りである．アイヌは自然に深くかかわる生活の中

で，独自の文化を育んできた． 

 

(2) 経済状況 

現在，北海道で暮らしているアイヌの人々のほとんど

は伝統的な暮らしをしていない．アイヌの生活の実態を

把握するため，北海道は生活実態調査注 3)を行っている．

結果の一部をみると，生活保護を受ける人数は，アイヌ

の人々と彼らの住む市町村とで比較した場合，1979年の

時点では3.5倍，1993年の時点では2.4倍であった．その

差は徐々に減少しており，2017 年の調査では 1.1 倍まで

縮小した． 

一方，2017 年におけるアイヌの 15 歳以上就業者は，

第一次産業が最も多く 35.9%を占めていることが特徴で

ある．次いで第三次産業の 35.3%，第二次産業は 17.9%

という結果になっている注 3) ．比較可能な 2019 年の北海

道全体に占める第一次産業の割合は 3.9%，第二次産業

17.4%，第三次産業77.8%であり，アイヌの就業状況とは

大きく異なっている注4) ． 

 

(3) 文化観光の推進 

2020年 7月に公開が始まったウポポイ（民族共生象徴

空間）とは，アイヌ語で「（大勢で）歌うこと」を表し

ている．公式ホームページ注 5)によると，「ウポポイは

日本の貴重な文化でありながら存立の危機にあるアイヌ

文化の復興・発展のための拠点となるナショナルセンタ

ー」であり，「我が国が将来に向けて，先住民族の尊厳

を尊重し差別のない多様で豊かな文化を持つ活力ある社

会を築いていくための象徴として整備するもの」と位置

付けている． 

ウポポイの中には国立アイヌ民族博物館、国立民族共

生公園、ショップやレストランが併設されている．国立

民族共生公園は体験型のフィールドミュージアムでアイ

ヌ古式舞踊上演の鑑賞や食文化・伝統芸能を体験するこ

とができる．また，アイヌの伝統的な家屋が再現された

エリアがあり，生活を体感することができる．来場者は

民族衣装の試着や儀礼への参加も可能である．レストラ

ンではアイヌの伝統料理や創作料理を味わうことができ

る．ウポポイでは，多くの体験プログラムや伝統芸能の

上演が行われている．かつての料理を作る体験や伝統的

な楽器であるトンコリの演奏体験，ユネスコ無形文化遺

産に登録されている「アイヌ古式舞踊」，アイヌ文化や

生活を紹介するプログラムが上演されており，映像や実

演などさまざまなツールを通じて来場者にアイヌ文化を

伝えている． 

アイヌ民族文化財団は「アイヌ文化の振興並びにアイ

ヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」

にて規定された業務を行う法人として，1997年に北海道

開発庁及び文部省から指定された注 6) ．財団では，アイ

ヌ語教育やアイヌ民族の歴史や文化への関心と理解を深

めるために，情報発信などに取り組んでいる．例えば，

北海道で行われているアイヌ語入門講座や，公式

YouTube チャンネルでは昔話やアイヌ語弁論大会の動画

などを公開している注7) ． 

また，北海道さっぽろ駅付近の地下通路では「アイヌ

文化を発信する空間」である「ミナパ」にて，衣服や文

様を使用したオブジェなどの道内の作家によるアート作

品が常設展示されている．多くの道民や観光客の目に触

れる場所に展示することで，アイヌ文化をより身近に感

じさせる工夫がなされている． 

 

(4) 差別 

2008年に「アイヌ民族を先住民族とすることを求める

決議」が国会で採択された注 8) ．この決議は，多くのア

イヌ民族が差別され，貧窮を余儀なくさせられた歴史的

事実を認め，その上で，アイヌ民族を特に北海道に先住

する，独自の文化を持った先住民族として認めることを

求める内容であった．差別とこれまでの歴史に関しては，

「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」による報

告書注 8)と「アイヌ民族文化財団」による『アイヌ民族

～歴史と文化』注 9)に詳述されており，これらを参考に

して以下要約したものを記述する． 

北海道で独自の生活を営み，独自の文化を築いてきた

アイヌ民族は，和人の移住によりその生活を脅かされる

こととなった．和人から過重な労働を強いられ，土地政

策や同化政策によって彼らの土地は奪われ，文化までも

が封じられてしまった． 

歴史的にみると鎌倉時代から和人とアイヌの交易は盛

んになり，それに伴い和人の移住者は増加した．1457年

にアイヌ民族と和人の初めての大規模な争いであるコシ

ャマインの戦いが発生し，和人とアイヌ間の抗争がしば

しば発生することとなった．16 世紀半ばに講和したも

のの，和人にとって有利な交易を強いられることになっ

たアイヌが，シャクシャインを中心に和人に対して武力

行使を試みるものの，和平協議の場でシャクシャインが

殺害されることで戦いが終わった．以降和人の松前藩が

支配を強めるきっかけとなる．幕末にかけて，過酷な労

働環境や病気の流行も相まって人口が急減した．明治時

代に入り，明治政府が「北海道」と改称し，日本の一部

として本格的な開拓を進め始めた．戸籍法の改定で日本

の国民として扱われたものの，旧土人という呼称で和人

とは差別された．このころ同化政策として風習が禁止さ

れたり，日本語を強制させたりし，アイヌの文化を封じ

る動きが強まった．また，以前アイヌが活動してきた土

地であっても彼らのものにはならず，その後居住地まで
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もが官有地に編入させられた． 

1899年に北海道旧土人保護法が施行された．これは農

業に従事するアイヌに土地を与える法律であったが，農

地に向かない土地を与えられたアイヌが多くいたため，

開墾できずに土地が取り上げられたことも多かったとさ

れている．和人とは別の土人学校が設置されたが，日本

語や和人の生活に沿った教育がなされ，内容や期間にも

格差があった． 

戦後，差別をなくし格差を解消するために「北海道ア

イヌ協会」が設立された．1995年に，ウタリ政策の在り

方に関して意見をまとめるため「ウタリ政策の在り方に

関する有識者懇談会」が設置された．懇談会から翌年提

出された報告書によると，アイヌ文化の保存振興，アイ

ヌ民族に関する理解を促進し，アイヌの人々が尊重され

る社会の実現を基本理念とする提言がまとめられた．こ

の提言を踏まえて，1997年に「アイヌ文化の振興並びに

アイヌの伝統等の関する知識の普及及び啓発に関する法

律」，いわゆるアイヌ文化振興法が施行された． 

2007年に国連総会で「先住民族の権利に関する国際連

合宣言」が採択され，その採択を受け 2008 年に国会で

「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が採

択された．先住民族としてアイヌを認めること，そして

これまでのアイヌ政策のさらなる推進などの施策を講じ

ることが求められた． 

 

(5) 文化の継承に向けた取り組み 

ウポポイはアイヌの歴史・文化を学び伝えるナショナ

ルセンターとして，異なる民族が尊重しあい共生するシ

ンボルとなることを想定して作られている注 10)．その中

の機能として六つ挙げられているうちの一つに，文化伝

承・人材育成機能がある．空間を通して，アイヌの人々

が文化を実践・伝承しながら，次世代の文化伝承者を育

成するというものである． 

北海道内外でも各地で文化伝承・人材育成の取り組み

は行われている．存続の危機にあるアイヌ語の復興やア

イヌの伝統の知識普及のために，アイヌ民族文化財団に

よるアイヌ語講座や，SNS・ラジオを通した文化の紹介，

伝統的な技法を用いたアート作品の制作・展示など様々

な方法で活動している． 

 

(6) 政策展開 

前節の差別と一部重複するが，ここでは近代以降の政

策展開に着目して整理する．同様に「アイヌ政策のあり

方に関する有識者懇談会」による報告書注 8)と「アイヌ

民族文化財団」による『アイヌ民族～歴史と文化』注 9)

を参照した．明治時代になっても政府はアイヌの人々へ

の差別をし続けた．これまで蝦夷地と呼ばれていた，ア

イヌ民族が暮らしていた土地を北海道と呼び改め，一方

的に日本の一部とした．アイヌの人々も平民として戸籍

を作成したものの，旧土人と呼び差別した．同じ頃に北

海道に派遣された開拓使がアイヌ民族の言語と振る舞い

を禁じた． 

 1960 年代から格差是正や貧困解消のためにアイヌの

人々が多く暮らす地域で環境整備事業が始まった．1974

年からは，住居・就労・就学などの面での対策も盛り込

んだ「北海道ウタリ福祉政策」が開始した．この政策は，

重点項目や名称を変えながら現在まで続いている．1984

年に北海道ウタリ協会が総会で「アイヌ民族に関する法

律（案）」について決議した．その内容としては，アイ

ヌ民族の基本的人権を回復し，差別をなくすこと，教育

や文化，経済自立のための諸整備などを求めたものであ

った．1986年に当時の中曽根康弘内閣総理大臣が「日本

は単一民族国家」と発言したことを契機として，アイヌ

民族をめぐる議論が活発となった．世界的に先住民族の

権利について関心がもたれるようになった背景もあり，

アイヌ民族として初めて萱野茂が国会議員となった． 

 1997年に「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に

関する知識の普及及び啓発に関する法律」が施行された

が，主に文化にかかわる側面を反映したものであった．

アイヌ文化の伝承活動は広まったものの，差別解消や生

活格差は残されたままであった．その中で，2007年国連

総会で「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が採択

され，その宣言を踏まえて 2008 年に「アイヌ民族を先

住民族とすることを求める決議」が国会で全会一致で採

択された． 

 

 

4. アイヌ文化観光への心理的距離の検証 

 

2 章で設定した仮説を検証するため，アイヌ文化観光

への態度に関する調査を実施した．はじめに調査概要を

示し，つづいて基礎集計をまとめた後，アイヌ文化観光

への心理的距離の検証をおこなう． 

 

(1) アイヌ文化観光への態度に関する調査概要 

 本調査の概要を表-1に示す．アイヌ文化観光への態度

については居住地が有意に影響すると考えられることと，

予算制約に伴う調査の効率性の観点から，首都圏および

北海道の居住者を対象に実施した．調査は Web 形式で

おこない，マイボイス社に委託して2023年3月中旬に実

施する予定である． 

 調査項目は，居住地に加えてアイヌ文化への近接性の

観点で北海道の居住暦を設定した．また，文化観光への

関心に影響すると考えられる回答者本人および親の最終

学歴，そして国内外の旅行頻度を設定している．ウポポ

イ訪問意向とアイヌ文化への関心，アイヌ文化関連商品 
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表-1 調査概要 

 

 

の購入意向については 5件法で尋ねた．例えばウポポイ

訪問意向では，1: 全く訪れてみたいとは思わない，2: 訪

れてみたいとは思わない，3: どちらともいえない，4: 訪

れてみたいと思う，5: 必ず訪れてみたいと思う，の 5件

である．アイヌ文化への理解については，アイヌ民族文

化財団が提供しているクイズ注 11)の中から 5 問抽出し，

正答数を理解度の代理指標とした．最後に，アイヌ文化

への態度と初等教育政策との関連を考察するために，小

中学校でのアイヌ文化の学びが現在の回答者の文化理解

や関心につながっていると思うかどうかを尋ねた． 

 有効回答数は首都圏居住者 300と北海道居住者 300の

合計 600を予定している．基礎集計結果および仮説検証

結果は春大会にて発表する． 

 

 

5. おわりに 

 

本研究は，アイヌ文化観光への心理的距離を規定する

要因を検証し，その距離を軽減する方策について考察す

ることを目的としておこなった． 

もともとアイヌ政策に精通していなかった筆者が本研

究に取り組むことで理解したことは，長く続いてきたア

イヌへの差別と，ウポポイが 2020 年に公開されるに至

った近年の政策は，萱野氏が国会議員としてアイヌの権

利回復に尽力した 1980 年代後半に本格化したばかりで

あることである．この点を踏まえて，筆者はわが国の先

住民族観光はまだ開拓段階にあると仮定し，発展段階へ

と移行するための必須要件は，人々の無関心から如何に

脱するかであると考えた．図-1の概念モデルはこれらの

考えをまとめたものであり，今後，先住民族観光の発展

に向けたどのような政策が有効であるか議論したい． 
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くれたLi Meng氏（University of South Australia）に感謝申し

上げます．また，本研究の一部は JSPS 科学研究費助成

（課題番号：22H03849）を受けて実施したものです．こ
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NOTES 
注1) 観光庁「第 IV 部 令和 4 年度に講じようとする施策」

『令和 4 年版観光白書』，p.262． 
注2)  Butler, R.W.: The concept of a tourist area cycle of evolu-

tion: Implications for management of resources, Canadian 
Geographer, Vol.26, Issue 1, pp. 7, 1980.  

注3) 北海道：「平成 29 年 北海道アイヌ生活実態調査報

告者」，pp.6-8． 
注4) 北海道：総合政策部、北海道データブック 2022_経

済，

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tkk/data-
book/117081.html（2023 年 3 月 9 日閲覧）． 

注5) アイヌ民族文化財団：民族共生象徴空間，

https://ainu-upopoy.jp/facility/upopoy/（2023 年 3 月 8
日閲覧）． 

注6) アイヌ民族文化財団：沿革，https://www.ff-
ainu.or.jp/web/overview/details/post_1.html（2023 年 3
月 9 日閲覧）． 

注7) YouTube、公益財団法人アイヌ民族文化財団，

https://www.youtube.com/@user-jr8bk2iy1n（2023年 3月
9日閲覧）． 

注8) アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会：報告

書． 
注9) アイヌ民族文化財団：『アイヌ民族～歴史と文

化』 
注10) アイヌ民族文化財団：ウポポイについて，

https://ainu-upopoy.jp/about/（2023 年 3 月 9 日閲

覧）． 
注11) アイヌ民族文化財団：キッズメニュー，クイズにチ

ャレンジ!!，https://www.ff-
ainu.or.jp/challenge/index.html（2023 年 2 月 13 日閲

覧）． 
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CONSIDERATIONS FOR REDUCING THE PSYCHOLOGICAL DISTANCE  
TO INDIGENOUS TOURISM -A STUDY OF AINU CULTURE- 

 
Takeshi KURIHARA, Lorenz POGGENDORF and Miho HAMAZAKI 

 
In 2020, Upopoy (a symbolic space for ethnic coexistence), also called the “National Ainu Museum”, 

opened to the public, and the promotion of Ainu culture and tourism was included in the measures of Japan's 
tourism policy. However, as indigenous tourism in Japan  is still in its early stages, it would be beneficial 
to discuss the requirements for its future development and maturity. We assumed that the issue in the initial 
stage lies in people's awareness and interest toward Ainu culture. Hence, this study focused on the perceived 
distance to the Ainu people and related indigenous tourism, and aimed to find out key-factors and measures 
to reduce the perceived distance. Therefore, we proposed a conceptual model defining the perceived dis-
tance to Ainu indigenous tourism, and verified the hypothesis by structural equation modeling based on 
web survey data collected from residents of the Tokyo metropolitan area and Hokkaido. 
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